
第 14 回デフリンピック運営委員会 

議事次第 
 
 日 時:2026 年３月 17 日 15:00～16:00 
 場 所:戸山サンライズ ２階 大会議室 
 

 

１．委員⾧挨拶 

 

２．報告 

（１） 各委員会について 

（２）第 25 回夏季デフリンピック競技大会 東京 2025 大会報告書について 

（３） デフリンピック運営委員会の解散について 

 

３．意見交換 



報告（１）各委員会について

○ 利益相反管理委員会
運営委員会の事業活動における取引の公正性や信頼性を確保するため、連盟理事、監事および運営委員会の運営委員、
運営委員会事務局職員（以下「役職員等」という。）の利益相反関係を審査する。

審議結果・報告内容委員会名開催方法開催日
【利益相反自己申告書の確認】
役職員等（申告内容に変更があったもの）から提出された自己申告書を審査
し、利益相反事項がないことを確認・承認された。
【利益相反管理チェックシートの確認】
役職員等から提出された2025年第４四半期分利益相反管理チェックシートを
審査し、全件利益相反やチェック箇所の内容に問題がないことを確認・承認
された。
【利益相反管理委員会の解散】
デフリンピック運営委員会の解散に伴い、利益相反管理委員会も解散となる
ことを報告した。

第10回利益相反管理委員会書面３月６日（金）

○ コンプライアンス委員会
運営委員会のコンプライアンスの推進に係る重要な方針の策定や啓発、連盟理事、監事および運営委員会の運営委員、
運営委員会事務局職員のコンプライアンス違反への対応について、運営委員会の諮問に対し審議し、意見を具申する。

審議結果・報告内容委員会名開催方法開催日
【2025年度コンプライアンス推進計画の達成状況】
2025年度の遂行状況について問題ないことを確認・承認された。
【2025年度内部監査実施状況】
内部監査が適切に実施されていることを報告した。
【コンプライアンス委員会の解散】
デフリンピック運営委員会の解散に伴い、コンプライアンス委員会も解散と
なることを報告した。

第７回コンプライアンス委員会オンライン２月19日（木）



○ 情報公開審査会
情報公開規程第18条第１項に規定する開示決定及び不開示決定等に関する審査請求があった時の第18条4項に規定す
る回答に係る決定についての意見の答申を行う。

○ 懲戒審査委員会
運営委員会委員及び運営委員会事務局職員が連盟職員就業規則第46条、第47条各号に定める事由に該当する場合、及
び運営委員会倫理規程第６条各号に定められたものに違反した場合、運営委員⾧の諮問に基づき、当該運営委員会委
員及び運営委員会事務局職員の処分について審査及び決定を行う。

審議結果・報告内容委員会名開催方法開催日
【情報公開審査会の解散】
デフリンピック運営委員会の解散に伴い、情報公開審査会も解散となること
を報告した。
【審査の請求件数】
０件（2026年３月10日(火)現在）
【審査会の実施回数】
２回（2026年３月10日(火)現在）

第２回情報公開審査会書面３月10日（火）

審議結果・報告内容委員会名開催方法開催日
【懲戒審査委員会の解散】
デフリンピック運営委員会の解散に伴い、懲戒審査委員会も解散となること
を報告した。
【懲戒審査の諮問件数】
０件（2026年３月13日(金)現在）
【懲戒審査委員会の実施回数】
２回（2026年３月13日(金)現在）

第２回懲戒審査委員会書面３月13日（金）



報告（２）第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025 大会報告書について

別紙資料参照



報告（３）デフリンピック運営委員会の解散について

口頭報告のみ


